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資-1 

１ 芦屋市の概況

１）位置・地勢 

・ 本市は，阪神間に位置しており，東は西宮市，西は神戸市に隣接している。 

・ 市域は，総面積が約18.57k ㎡で，東西約2.5km，南北9.6kmの広がりがある。 

・ 市域の地形は，六甲山を頂点として，北から南に向かって「山地部」，「平坦部」，「埋立

地」が細長く連なるひな段状の構造となっている。 

・ 市街地は，概ね標高100ｍ以下の平坦部及び埋立地に形成されており，平坦部は六甲山

地の裾野となる「山麓地域(山手地域)」と，芦屋川の扇状地等からなる「平坦市街地地域

（中央地域）」，埋立地は「芦屋浜地域（浜地域）」と「沖地域(南芦屋浜地域)」に区分さ

れる。 

位置図 

出典：芦屋市都市計画マスタープラン 平成 24年度改訂

芦屋市の地形構造 

出典：芦屋市都市計画マスタープラン 平成 24年度改訂
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資-2 

２）人口・世帯数 

・ 国勢調査によれば，平成 22(2010)年 10

月 1日現在の市の人口は93,238人，世帯

数は39,753世帯である。 

・ 人口，世帯数は，昭和 60 年まで高い増加

率を維持していたが，平成 2 年には停滞し

た。平成 7 年には阪神・淡路大震災の影響

で大きく減少し，その後再び増加を続けて

いる。 

・ 1 世帯当たりの人口は減少を続けており，

平成22年には約2.3人となっている。 

・ 小学校区に分類した市内の人口（平成 24年 4月１日時点）の分布は下図のようになっ

ており，山地・山麓地域に約44.3％，平坦市街地地域に36.9％，芦屋浜・沖地域に約

18.8％となっている。 

人口・世帯数の推移 

資料：国勢調査 
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出典：芦屋市都市計画マスタープラン平成 24年度改訂 

資料：芦屋の統計資料
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資-3 

３）産業 

・ 事業所数，従業者数は，阪神・淡路大震災の影響で平成8年にかけて大きく減少し，その

後平成21年にかけて増加した。平成24年には再度減少しており，事業所数が2,899

事業所，従業者数が22,060人となっている。 

・ 産業別従業者数の内訳をみると，第3次産業が約84％と大半を占めている。 

・ 農家数，農地面積は，ともに平成7年にかけて大きく減少しており，その後一定水準で推

移している。平成22年では，それぞれ6戸，268aとなっている。 

・ 工場数は平成24年が17社となっている。従業者数，製造品出荷額は，平成22年から

平成23年にかけて増加し，平成24年に238人，2,457百万円となっている。 

・ 卸売・小売業の商店数，従業者数，年間商品販売額は，一定水準で推移していたが，平成

24年に大きく減少している。 

事業所数・従業者数の推移 

資料：企業統計調査，(H21 以降～)経済センサス 

工場・従業者数，製造品出荷額等の推移 

資料：工業統計調査，各年 12月 31 日現在 

※平成 21年は年間販売額の調査が行われていない 

商店・従業者数，商品販売額の推移（卸売・小売業） 

資料：企業統計調査，各年 6月 1日現在 
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資料：農林業センサス 

産業別従業者数の内訳 

資料：経済センサス

【上記産業の区分】 
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資-4 

４）土地利用 

・ 地目別土地面積（課税地）は，平成24年にお

いて宅地（商業地含む）が約80％，次いで山

林が約11％を占めている。 

・ 都市計画用途地域では，大半が住居系用途（約

95％）に指定されている。 

・ 都市計画マスタープランにおいては，土地利用

の方針として，穏やかな人口減の動向を勘案し

つつ，自然環境の保全や中心市街地の活性化を

図り，活気のある利便性に富んだまちづくりを

目指すこととしている。また，本市が目指す将

来の都市構造を「都市拠点」，「都市軸」，「有機

的ネットワーク」の3つの要素に分類している。

「有機的ネットワーク」では，市内各地域を有

機的に結び，多様な機能を発揮することで，質

の高い都市空間の形成と活力の向上を図るこ

ととしている。 

地目別土地面積（課税地）の内訳（単位：千ｍ2）

宅 地 田・畑 山林 雑種地 

 5,532 

(80.3％) 

31 

(0.4％) 

777 

(11.3％) 

551 

(8.0％) 
（資料：固定資産概要調書，平成 24年 1月 1日現在） 

都市計画用途地域の内訳 

資料：芦屋市，平成 25年 4月 1日現在 

将来の都市構造図 

出典：芦屋市都市計画マスタープラン 平成 24年度改訂 

土地利用方針図 

出典：芦屋市都市計画マスタープラン 平成 24年度改訂 
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資-5 

５）交通 

・ 自動車交通量は，平成22(2010)年の調査

によると，高速神戸西宮線（阪神高速３号

神戸線）が最も多く，1日約88,000台と

なっている。 

・ 自動車登録台数は，一定水準で推移してお

り，平成23年度において37,375台とな

っている。 

・ 鉄道路線は，平坦部を東西に貫く形で北か

ら阪急電鉄神戸線，JR神戸線，阪神電鉄本

線が通っている。 

・ 市内鉄道駅の一日平均乗車客数は，一定水

準で推移しており，平成23年においては

55,093人となっている。 

主要幹線道路における自動車交通量 

道 路 観測地点 

24時間 

交通量 

(台／日) 

高速湾岸線 芦屋市海洋町 42,432 

高速神戸西宮線 芦屋市大東町 88,114 

国道 2号 芦屋市打出春日町 31,587 

国道 43号 芦屋市精道町 60,882 

県道芦屋停車場線 芦屋市大原町 12,558 

県道奥山精道線 芦屋市山手町 4,995 

県道奥山精道線 芦屋市公光町 3,217 

県道芦屋鳴尾浜線 芦屋市海洋町 13,051 

県道東灘芦屋線 芦屋市陽光町 9,900 

市道山手幹線 芦屋市大原町 16,348 

資料：国土交通省「平成 22年度道路交通センサス」 

※山手幹線については，芦屋市の測定による（平成 25年度） 

資料：芦屋市統計書（平成 25年度版） 将来道路交通体系図 

出典：芦屋市都市計画マスタープラン 平成 24年度改訂 

高速湾岸線 

県道東灘

芦屋線 

県道芦屋鳴尾浜線 

県道芦屋停車場線 

国道 43号

市道山手幹線 

県道奥山精道線 

（山手町） 

高速神戸西宮線（阪神高速３号神戸線） 

国道 2号 

県道奥山精道線 

（公光町） 

資料：芦屋市統計書（平成 25年度版） 
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資-6 

６）上・下水道 

・ 芦屋市の水道は，2か所の浄水場（自己水）と阪神水道企業団からの受水を水源として，

10 か所の配水池から六甲の地形を活用した自然流下方式により配水している。なお，自

己水と受水の割合は，それぞれ12％，88％となっている。 

・ 下水道事業は，平成18年に下水道普及率100％を達成しており，現在は施設の効率的

な維持管理や雨水浸透施設や貯留施設の整備を行い，浸水対策の強化を図っている。下水

処理区域は，芦屋処理区（分流区域：776ha，合流区域：225ha）及び南芦屋浜処理区

（分流区域：125ha）に分かれており，いずれも大阪湾に放流している。

芦屋市の下水処理区図（出典：芦屋市下水道中期ビジョン[平成 23年度～平成 32年度]） 

芦屋市水道事業における水源の概要（出典：芦屋市水道ビジョン） 

芦屋処理区 

分流区域 776ha 

合流区域 225ha 

計   1,001ha 

南芦屋浜処理区 

分流区域 125ha 

基
本
的
事
項

自
然
環
境

生
活
環
境

ま
ち
な
み

地
球
温
暖
化

循
環
型
社
会

学
ぶ
・
共
に
創
る

推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム

進
行
管
理

資
料
編



資-7 

２ 計画の策定経過

本計画の策定に当たっては，市民・事業者・学識経験者等からなる「第3次芦屋市環境

計画策定委員会」，並びに庁内関係部局からなる「芦屋市環境計画推進本部幹事会」及び

「芦屋市環境計画推進本部会議」において，本計画の基本的な考え方や施策の検討を行

いました。また，庁内関係部局に対して，前計画策定以降に実施した事業等の状況や今

後の事業展開に関するヒアリングを行いました。また一方で，市民・事業者等に対して，

アンケート調査やヒアリング調査を行うとともに，パブリックコメントを通じて意見募

集・集約を図りました。 

以上のことを経て，平成○年○月○日に本計画(案)を「芦屋市環境審議会」に諮問し，

○○○との答申を受けました。 

芦屋市 

環境審議会 

第３次芦屋市環境計画 

策定委員会 

芦屋市環境計画 

推進本部 

第１回審議会 

（７月11日） 

平 

成 

26 

年 

２ 

０ 

１ 

４ 

年 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 

第２回審議会 

（11月 28日） 

第３回審議会 

【諮問・答申】 

（３月 xx 日） 

第１回委員会 

（６月27日） 

第２回委員会 

（10月１日） 

第３回委員会 

（11月４日） 

第１回幹事会 

（７月４日） 

第２回幹事会 

（10月８日） 

第３回幹事会 

（11月２０日） 

第４回幹事会 

（２月18日） 

第１回本部会議 

（７月14日） 

第２回本部会議 

（10月 15日） 

第３回本部会議 

（11月２１日） 

第４回本部会議 

（２月20日） 

平 
成 
27 
年 

２ 
０ 
１ 
５ 
年 

（
 
 
 
 
 
 
）

＜アンケート調査＞ 

市民（８/１～18） 

職員（８/11～25） 

児童・生徒（９/１～12）

＜ヒアリング調査＞ 

事業者（８/26～９/29）

＜市民意見募集（パブリックコメント）＞ 

（１/７～２/９） 

検討・調整の流れ 

計画の策定経過 

基
本
的
事
項

自
然
環
境

生
活
環
境

ま
ち
な
み

地
球
温
暖
化

循
環
型
社
会

学
ぶ
・
共
に
創
る

推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム

進
行
管
理

資
料
編



資-8 

３ 審議会・委員会等名簿

芦屋市環境審議会委員名簿（平成 26年 6 月 9日現在）（敬称略） 

氏 名 所 属 等 

伊 藤 明 子 かけはし法律事務所 弁護士 

いとう ま い 市議会副議長 

井 上 尚 之 神戸山手大学現代社会学部 准教授 

上 田 久美子 生活協同組合コープこうべ 理事 

 大 塚 康 彦 一般社団法人芦屋青年会議所 直前理事長 

○ 岸   壽 子 芦屋ハーモニーライオンズクラブ 幹事 

 近 藤 博 幸 芦屋市環境衛生協会 常任幹事 

 津久井 進 芦屋西宮市民法律事務所 弁護士 

 中 島 健 一 市議会議長 

 西 野 悦 子 芦屋市ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ連絡協議会 会長 

林   まゆみ 兵庫県立大学大学院緑環境景観ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 准教授 

◎ 久   隆 浩 近畿大学総合社会学部 教授 

◎：会長 ○副会長     

第３次芦屋市環境計画策定委員会委員名簿（平成 26年 6 月 27 日現在）（敬称略） 

氏 名 所 属 等 

 粟 井 章   芦屋市商工会 副会長 

 池 内 清    芦屋森の会２００１ 

◎ 井 上 尚 之  神戸山手大学現代社会学部 准教授 

 北 中 清 史 芦屋市子ども会連絡協議会 副会長 

 高 田 忠 良 コープこうべ 第 2地区活動本部 本部長 

 武 内 達 明 市民公募委員  

 長 井 彦一郎 芦屋川ロータリークラブ 環境問題特別委員会委員長 

 中 上 二 郎 芦屋市自治会連合会 

 服 部 雅 典 市民公募委員 

○ 半 田 孝   自然環境等の専門的知識を有する者 

 古 市 景 一 自然環境等の専門的知識を有する者 

 渡 辺 史 恵 芦屋市コミュニティ・スクール連絡協議会 

  ◎：委員長 ○副委員長     

基
本
的
事
項

自
然
環
境

生
活
環
境

ま
ち
な
み

地
球
温
暖
化

循
環
型
社
会

学
ぶ
・
共
に
創
る

推
進
プ
ロ
グ
ラ
ム

進
行
管
理

資
料
編



資-9 

芦屋市環境計画推進本部本部員名簿（平成 26年 4 月 1日現在）  

所 属 氏 名 

◎ 市長 山 中  健  

○ 副市長 岡 本  威

教育長 福 岡   憲 助 

 技監 宮 崎  貴 久 

 企画部長 米 原  登己子 

 総務部長 佐 藤   徳 治 

 総務部参事（財務担当部長） 脇 本  篤  

 市民生活部長 北 川  加津美 

 福祉部長 寺 本  慎 児 

 こども・健康部長 三 井  幸 裕 

 都市建設部長 辻    正 彦 

 都市建設部参事（都市計画・開発事業

担当部長） 
林    茂 晴 

 上下水道部長 青 田  悟 朗 

 教育委員会管理部長 山 口   謙 次 

 教育委員会学校教育部長 伊 田  義 信 

 教育委員会社会教育部長 中 村  尚 代 

◎：本部長 ○副本部長     
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芦屋市環境計画推進本部幹事会委員名簿（平成 26 年 4月 1 日現在）  

所 属 氏 名 

◎ 市民生活部長 北 川  加津美 

○ 市民生活部環境課長 大 上  勉  

企画部企画課長 田 嶋  修  

企画部市民参画課長 福 島  貴 美 

総務部文書統計課長 田 中  尚 美 

総務部用地管財課長 朝 生  充 治 

総務部財政課長 森 田  昭 弘 

市民生活部経済課長 近 田  真  

市民生活部環境施設課長 山 中  辰 則 

福祉部地域福祉課長 長 岡  良 徳 

こども・健康部こども政策課長 西 村  雅 代 

都市建設部総務課長 下 岡  政 夫 

都市建設部公園緑地課長 桝 田  忠 夫 

都市建設部都市計画課長 東  実  

上下水道部下水処理場長 米 村  昌 純 

上下水道部水道管理課長 高 橋  正 治 

上下水道部水道工務課長 山 下  徳 正 

教育委員会管理部管理課長 小 川  智瑞子 

教育委員会学校教育部学校教育課長 北 野  章  

教育委員会社会教育部生涯学習課長 長 岡  一 美 

◎：委員長 ○副委員長     
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４ 本計画に関連する条例（抜粋）

緑ゆたかな美しいまちづくり条例（抜粋） 

緑ゆたかな美しいまちづくり条例 

本市は，六甲山地の南麓に位置し，山，海，川といった恵まれた自然環境のもと，緑ゆた

かな美しい環境を有する国際文化住宅都市を形成してきた。 

私たちは，良好な環境のもとに健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに，この恵

まれた自然と緑ゆたかな美しい環境を今後とも保全し，そして国際文化住宅都市にふさわし

い良好な環境を将来の世代に引き継ぐ責務を担っている。 

しかし，近年の経済活動や都市化の進展によって，廃棄物の増大，自動車排出ガスによる

大気汚染や身近な自然の減少等の新たな環境問題が発生し，地球環境にも重大な影響を及ぼ

しつつある。また，このたびの阪神・淡路大震災は，自然の厳しさと自然がもたらす役割と

影響を改めて認識させた。 

いま，私たちは，大震災の経験を踏まえ，環境の恵みとその有限性を認識し，日常活動を

環境に配慮したものに改め，自然と人間が共生する，環境への負荷の少ない自立・循環型の

社会を形成する必要がある。 

そのためには，市，事業者及び市民がそれぞれの役割分担のもと，協働して，健全で恵み

豊かな環境の保全に取り組まなければならない。 

このような認識の下に，環境の保全を重視し，きれいな空気，清らかな水，豊かな緑に恵

まれた美しく住みよい芦屋を実現するため，この条例を制定する。 

(目的) 

第 1 条 この条例は，健全で恵み豊かな環境の保全(以下「環境の保全」という。)に関する

基本理念を定め，並びに市，事業者及び市民の責務を明らかにするとともに，環境の保全

に関する施策の基本となる事項を定めることにより，環境の保全に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し，もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するこ

とを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において，次に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 健全で恵み豊かな環境 大気，水，緑その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に

保つことにより，人の健康を保護し，快適な生活環境や自然環境が確保され，潤いや安

らぎを享受することができる環境をいう。 

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって，環境の保全上の支障

の原因となるおそれのあるものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち，事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範

囲にわたる大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染，騒音，振動，地盤の沈下及び悪臭に

よって，人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。 

平成 11年３月 19日
条例第 10号
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(4) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行，海洋の

汚染，野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼ

す事態に係る環境の保全であって，人類の福祉に貢献するとともに，市民の健康で文化

的な生活の確保に寄与するものをいう。 

 (基本理念) 

第 3 条 環境の保全は，次に掲げる基本理念に基づいて推進されなければならない。 

(1) 本市の緑ゆたかな美しい環境は，天与の自然美に加えて先人の賢明な努力の集積によ

り形成されたものであるとの認識に立って，健全で恵み豊かな環境を確保し，これを将

来の市民に継承すべきこと。 

(2) 自然と人間との新たな調和を希求し，自然の摂理に則してその顕現を図り，環境への

負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の実現を目指すべきこと。 

(3) すべての市民が有する健康で文化的な生活を営む権利の保障は，市，事業者及び市民

がそれぞれの責務を自覚し，あらゆる力を尽くし，協働して，その実現を図るべきこと。 

(4) 地球環境の保全は，人類共通の課題であることから，それぞれの日常活動において積

極的に貢献すること。 

(市の責務) 

第 4 条 市は，基本理念にのっとり，環境の保全に関する総合的な施策を策定し，実施しな

ければならない。 

2 市は，施策の策定及び実施に当たっては，環境の保全に配慮するとともに，環境への負荷

の低減に積極的に努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第 5 条 事業者は，基本理念にのっとり，自ら行う事業活動が環境に影響を及ぼすことを自

覚し，自らの責任と負担において，その事業活動に伴って生ずる公害等を防止するととも

に，環境への負荷の低減に努めなければならない。 

2 事業者は，物の製造，販売その他の事業活動を行うに当たっては，その事業活動に係る製

品等が使用され，又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するよう努めるとと

もに，その事業活動において，再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料，製

品又は役務等を利用するよう努めなければならない。 

3 事業者は，前 2項に定めるもののほか，環境の保全に自ら努めるとともに，市が実施する

環境の保全に関する施策に協力しなければならない。 

(市民の責務) 

第 6 条 市民は，基本理念にのっとり，その日常生活に伴う環境への負荷を低減するよう努

めなければならない。 

2 市民は，前項に定めるもののほか，環境の保全に自ら努めるとともに，市が実施する環境

の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(環境計画の策定等) 

第 7 条 市は，この条例の目的を達成するため，環境計画を定めなければならない。 

2 環境計画は，次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全に関する基本目標及び基本方針 

(2) 環境の保全のために配慮すべき事項(以下「環境配慮事項」という。) 
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(3) 前 2号に掲げるもののほか，環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

3 市長は，環境計画を定めるに当たっては，市民の意見を反映するように努めるとともに，

芦屋市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。 

4 市長は，環境計画を定めたときは，速やかにその概要を公表しなければならない。 

5 前 2 項の規定は，環境計画の変更について準用する。 

(環境審議会の設置) 

第 52 条 環境基本法(平成 5年法律第 91号)第 44 条の規定に基づき，芦屋市環境審議会を置

く。 

2 審議会は，市長の諮問に応じ，環境の保全に関する基本的事項又は重要事項について調査

審議する。 

3 審議会は，環境の保全に関する事項について市長に意見を述べることができる。 

4 審議会に，その所掌事務を分掌させるために，専門部会を置くことができる。 

5 前 3 項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で定める。 
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５ 本計画に関連する計画（抜粋）

１）国の計画 

（１）第 4次環境基本計画（平成 24 年 4 月閣議決定） 

環境基本計画とは，環境基本法に基づき，環境の保全に関する施策の総合的かつ長期的な

施策の大綱を定めたものです。 

第 4 次環境基本計画は，地球温暖化や物質循環といった環境の状況，資源，エネルギー，

食料需要の増加による環境負荷の高まりといった世界の社会経済の状況，少子高齢化や地方

の疲弊，東日本大震災の影響といった我が国の社会経済の状況を考慮した内容となっていま

す。 

目指すべき持続可能な社会の姿として，「低炭素」・「循環」・「自然共生」の各分野を統合的

に達成すること，その基盤として「安全」を確保することが掲げられており，その実現のた

め，4 つの「持続可能な社会を実現する上で重視すべき方向」と，9 つの優先的に取り組む

重点分野を設定しています。 

目指すべき持続可能な社会の姿及び重視すべき方向性
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２）兵庫県の計画 

（１）21 世紀兵庫長期ビジョン（平成 23 年 12 月改訂）及び阪神市民文化社会ビジョン（平

成 23 年 10 月改訂） 

21 世紀兵庫長期ビジョンとは，県民主役・地域主導の下で，兵庫がめざすべき社会像と

その実現方向を描いた指針であり，今後の兵庫がめざす姿を共有し，共に歩んでいくための

計画です。ビジョンの構成は，全県的な視点から見た「全県ビジョン」と，地域ごとに住民

が将来像を描く「地域ビジョン」で構成されています。 

全県ビジョンでは，「4つの社会像」の中の一つとして「環境優先社会」を掲げており，こ

の中では，2 つの将来像（「人と自然が共生する地域を創る」「低炭素で資源を生かす先進地

を創る」）の実現に向けて，各種施策が示されています。

 また，阪神地域の市民自らが地域の将来像を描き，その実現に向けて，住民一人ひとり，

地縁団体，ボランティア団体，NPOその他の民間団体，事業者，行政などの多様な主体が参

画と協働の理念のもとに取り組むための行動指針として，阪神市民文化社会ビジョンを策定

しています。ビジョンでは，以下のような基本理念と行動目標を掲げています。 

Ⅰ 基本理念 

市民が主役となり，行政がそれを支える「阪神市民文化社会の創造」 

Ⅱ 行動目標 

21 世紀兵庫長期ビジョンの構成及び環境関連施策の位置づけ

１ 多様で個性的なライフスタイルを育むことができる社会をつくる

２ 自律と協働による温かいコミュニティをつくる

３ 自然と豊かに調和した安全・快適な都市環境を創造する

４ 豊かさとにぎわいを創出する新たな阪神経済を展開する
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（２）第 4次兵庫県環境基本計画（平成 26 年 3 月策定）

第4次兵庫県環境基本計画は，「21 世紀兵庫長期ビジョン」に示されている「環境優先社

会」の具体化を図る基本計画であり，環境の保全と創造に関する個別計画の基本となるもの

です。 

第 3 次兵庫県環境基本計画策定後に顕著になった主な環境課題として，「複雑・深刻化す

る地球規模での環境問題」，「身近な生活環境における課題」，「東日本大震災に起因するエネ

ルギー・環境課題」，「県民の意識の変化」を示しており，第4次兵庫県環境基本計画はこれ

らの課題に対応した計画内容となっています。 

第 4次兵庫県環境基本計画では，基本理念として「地域力で創る環境先導社会“豊かで美

しいひょうご”の実現」を掲げています。そして，活動の「場」（くらし，しごと，まち，さ

と）を基本に，施策分野（低炭素，自然共生，循環，安全・快適，地域力）を体系化してい

ます。 

ア 低 炭 素 

イ 自然共生 

ウ 循  環 

エ 

CO2 排出をできる限り抑え 

地球温暖化を防止する 

人と動植物が共存し 

豊かな自然を守り育てる 

ものを大切にし、天然資源の 

使用をできる限り少なくする 

水や空気のきれいな 

安全･快適な空間をつくる 

オ 地 域 力 あらゆる主体が連携して、それぞれの地域の特徴を活かし､ふるさと意識･環境に 
対する高い意識をもって環境保全･創造に向けて協働する 

施

策

分

野

活 動 の 場

施策の体系図 
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３）市の計画 

（１）第 4次芦屋市総合計画（平成 23 年 3 月策定） 

第4次芦屋市総合計画は，市民と行政が目標を共有して共にまちづくりに取り組むための

指針であり，長期にわたる総合的かつ計画的な行政運営の指針としての役割を担っています。 

第 4 次芦屋市総合計画の中では，将来像を「自然とみどりの中で絆を育み，“新しい暮ら

し文化”を創造・発信するまち」として掲げ，この実現に向けて4つのまちづくりの基本方

針を示しています。本市の環境保全に向けた施策は，まちづくりの基本方針すべてに関連し

ており，庁内関係各課がそれぞれの所管する分野で取り組みます。（資-19 参照）それらの

中でも特に関連が深い基本方針は「人々のまちを大切にする心や暮らしをまちなみにつなげ

る」であり，これに基づいて2つの「目標とする10年後の芦屋の姿」，4つの「施策目標」

を設定しています。 

第 4次芦屋市総合計画の構成及び環境関連施策の位置づけ 

芦屋の将来像 

「自然とみどりの中で 絆
きずな

を育み、“新しい暮らし文化”を創造・発信するまち」 

芦屋のまちづくりの基本方針 

１ 人と人がつながって新しい世代につなげる 

２ 人々のつながりを安全と安心につなげる 

３ 人々のまちを大切にする心や暮らし方をまちなみにつなげる 

４ 人々と行政のつながりをまちづくりにつなげる 

目標とする 10年後の芦屋の姿 施策目標 

花と緑に彩られた美しいまちなみが

自然と調和している

自然と緑を守り、創り、育てる文化を継承

している

建物などが地域ごとの緑ゆたかな景観と調

和している

環境にやさしい清潔なまちでの暮ら

しが広がっている

環境に配慮した暮らしやまちづくりが進ん

でいる

清潔なまちづくりが進んでいる

特
に
関
連
が
深
い
取
組

庁
内
関
係
各
課
が
所
管
の
分
野
で

環
境
保
全
に
向
け
た
施
策
を
実
施
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６ 関係部・課一覧

担当部 担当課 

自然環境を守る
健康で快適な 

生活環境を創る 

美しいまちなみを 

育む 

地球温暖化を 

防ぐ 
循環型社会を創る 

施策の方向

指
標

施策の方向 

指
標

施策の方向 

指
標

施策の方向

指
標

施策の方向 

指
標

生
き
も
の
の
生
息
環
境
を
知
り
，
守
る

自
然
と
ふ
れ
あ
え
る
場
を
守
り
，
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る

健
康
な
生
活
に
関
わ
る
環
境
に
つ
い
て
知
る

き
れ
い
な
水
と
空
気
を
守
る

周
り
の
環
境
に
配
慮
し
た
活
動
を
目
指
す

芦
屋
ら
し
い
景
観
を
守
り
育
て
る

み
ど
り
に
囲
ま
れ
た
憩
い
の
場
を
さ
ら
に
充
実
さ
る

き
れ
い
な
ま
ち
な
み
を
保
つ

地
球
規
模
の
環
境
問
題
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
を
知
る

次
の
世
代
の
た
め
に
，
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
効
に
使
う

ご
み
を
減
ら
し
，
資
源
を
繰
り
返
し
利
用
す
る

環
境
に
や
さ
し
い
製
品
を
選
ぶ

水
資
源
の
有
効
な
活
用
を
考
え
る

総務部 

用地管財課            

契約検査課                

市民生活部 

経済課 

環境課 

環境施設課               

都市建設部 

総務課          

道路課     

公園緑地課 

都市計画課  

建築課            

都市整備課     

上下水道部 

水道業務課                 

下水道課  

下水処理場     

教育委員会 

（管理部） 
管理課  

教育委員会 

（学校教育部） 
学校教育課            

教育委員会 

（社会教育部） 

生涯学習課        

青少年育成課          

市民センター（公民館） 
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７ 用語解説

アルファベット・数字 

【ＢＯＤ】（Biochemical Oxygen Demand：生物学的酸素要求量）

水中の汚染物質（有機物）が，微生物によって分解され安定化するために必要とする酸素量のことで，水１リ

ットル当たりの量（単位は mg/ ）で表す。数値が大きいほど水が汚れていることを示し，わが国では河川の汚濁

状況を示す指標として用いられている。 

【ＬＥＤ照明】 

光を発生する半導体（発光ダイオード）で，電気を流すと発光する半導体の一種。白熱灯などに比べて，寿命

が長く，消費電力が低いため，エネルギーを節約できる。 

【ｐｐｍ】（Parts Per Millon） 

百万分の１を表す割合の単位で、濃度や含有率を示す容量比、重量比のこと。１ｐｐｍとは、大気汚染物質の

濃度表示では大気１m３(立法メートル)の中にその物質が１cm３(立法センチメートル)含まれていること。 

【３Ｒ，５Ｒ】 

廃棄物処理やリサイクルを推進する上での優先順位「①発生抑制＝Ｒｅｄｕｃｅ（リデュース）」「②再生利用

＝Ｒｅｕｓｅ（リユース）」「③資源として再生利用＝Ｒｅｃｙｃｌｅ（リサイクル）」の頭文字を取って「３Ｒ」

と呼ぶ。 

３Ｒに「④ごみになるものを買わない＝Ｒｅｆｕｓｅ（リフューズ）」「⑤修理して使う＝Ｒｅｐａｉｒ（リペ

ア）」を加えて「５Ｒ」と呼ぶ場合もある。 

【μｇ】

重量の単位であり，「μ（マイクロ）」は「100 万分の 1」を意味する。つまり，1マイクログラムは 100万分の

1グラムである。 

あ 行 

【芦屋市環境保全率先実行計画】 

芦屋市では平成 13年度に地球温暖化対策として「芦屋市環境保全率先実行計画」を定め，電気・ガス・水道等

の使用量削減に取り組んでいる。平成 23年度から 27年度は「第３次芦屋市率先実行計画」として項目ごとに数

値目標を定め，環境負荷軽減のための取組を行っている。 

【芦屋市環境マネジメントシステム】 

平成 26年 3月 1日から環境への負荷を低減させることを目的にＩＳＯ１４００１に準拠した「芦屋市環境マネ

ジメントシステム」を導入している。 

【芦屋わがまちクリーン作戦】 

芦屋市環境衛生協会が主催する芦屋川河川敷等の市民参加による清掃活動。毎年，春と秋の２回実施している。 

【雨水浸透桝】 

地下水のかん養を図るため，雨水を地下に浸透しやすくするための設備。雨水桝の底部を開口または多孔にし

て砂利や砕石を敷き並べ，雨水を地下に浸透させる。 
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【雨水貯留施設】 

雨水貯留施設には浄化槽転用貯留槽と雨水貯留槽（雨水タンク）がある。雨水貯留施設を設置することにより、

雨水が川や水路へ流出するのを一時的に抑え、出水による被害を軽減できること，植物への散水に使えるなど、

雨水を有効に利用できること，地下水量を保全できること等のメリットがある。 

【打ち水大作戦】 

「打ち水大作戦」は「打ち水」がヒートアイランド現象に対してどのような効果を持つのか，決められた時間

に雨水や２次利用水を活用し一斉に打ち水をして，その効果の検証しようという社会実験のこと。 

打ち水は地球温暖化対策の取り組みとして，実際に気温を下げるのはもちろんのこと，その実施プロセスを通

して，環境意識の啓発や水の再利用の促進，近隣コミュニティの再生など，様々な効果をもたらす呼び水ともな

っている。 

【エコオフィス行動の手引き】 

芦屋市環境マネジメントシステムにおける環境目的及び環境目標を達成するための手段である環境保全活動を

確実に実行するため，オフィス活動における運用基準等を明記した手順書のこと。 

【温室効果ガス】 

熱を地球に封じ込め，地表を暖める働きがある気体。京都議定書では，二酸化炭素，メタン，一酸化二窒素，

ハイドロフルオロカーボン，パーフルオロカーボン，六ふっ化硫黄の６物質が温室効果ガスとして削減対象とな

っている。 

【オゾン層破壊】 

オゾン層は，地上から約 10～50km 上空の成層圏に存在するオゾン（Ｏ3）濃度が高い層のことであり，太陽光

に含まれている有害な紫外線の大部分を吸収する役割を果たしている。1970 年代の終わり頃から，フロンなどの

オゾン層破壊物質により，オゾン濃度が薄くなる「オゾンホール」の発生が観測され，その規模が拡大していっ

た。オゾン層の破壊は，地表への紫外線照射量が増えるため,皮膚がんの増加や生態系への悪影響が懸念された。

これを受け，オゾン層保護の国際的な取組みがなされ，特定フロン・代替フロンの生産の廃止などの規制の強化

により，現在，21世紀末頃にはオゾン層が 1960 年代の状態まで回復すると予想されている。 

【オープンガーデン】 

イギリスで始まった個人の庭などを一般に公開する活動のこと。芦屋市では，平成１８年度より毎年開催して

おり，開催期間中には，参加者の個人宅やコミュニティの管理する庭園を見学ができます。 

か 行 

【外来生物】 

問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し，その飼養，栽培，保管，運搬，輸入とい

った取扱いを規制し，特定外来生物の防除等を行うこととしている。
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特定外来生物に関して禁止される事項等 

【環境基準】 

人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として，大気，水，土壌，騒音につ

いて定められている。 

【環境教育・環境学習】 

環境学習は，主体が学習側にあるという点で環境教育と使い分けられる。本計画では，児童，生徒，被雇用者

に対するものを環境教育，それ以外を環境学習として表現するものとする。 

【空間放射線量】 

身の回りの放射線の量のことであり，空間放射線には自然放射線と人工放射線がある。自然放射線量はほぼ一

定しているため空間放射線の増加は放射線利用施設の事故等が考えられる。兵庫県では 6 か所にモニタリングポ

ストが設けられており，空間放射線量率（一時間あたりの放射線量，単位Ｇｙ/ｈ）が公表されている。

【グリーン購入】 

製品やサービスを購入する際に，価格や品質，利便性，デザインだけでなく環境への影響を考慮し，環境負荷

ができるだけ小さいものを優先して購入すること。 

【グリーンコンシューマー】 

環境に配慮した製品が通常の製品よりも高価でも，あえて購入するという環境保護意識の高い消費者のこと。

広義には，ごみの分別や省エネルギーに取り組んでいる生活者，環境配慮型の商品を優先して購入する事業者な

ども含まれる。 

【景観地区（特別景観地区）】 

市街地の良好な景観を形成するため，都市計画に定められた地区。建築物の形態意匠の制限，建築物の高さの

最高又は最低限度，壁面の位置の制限などを定めることができる。なお，芦屋市では市全域を景観地区に指定し

ているが，芦屋川沿岸地域においてより良好な景観の創造を目指すため，市域全体の景観地区とは別に「芦屋川

特別景観地区」を指定している。 

【光化学オキシダント】

大気中の窒素酸化物や炭化水素等の物質が太陽光線のもとで光化学反応を起こし，生成されるもの。 

【高効率給湯器】

従来の機器に比べ，少ないエネルギーでお湯を沸かすことができる給湯器のこと。自然冷媒ヒートポンプ給湯

器，潜熱回収型給湯器，ガスエンジン給湯器等がある。 
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さ 行 

【再生可能エネルギー】 

有限で枯渇の危険性がある石油・石炭などの化石燃料や原子力と違い，自然現象によって半永久的に得られ，

継続して利用できるエネルギーのこと。太陽光，太陽熱，風力，水力，潮力，地熱などをエネルギー源としたも

ので，自然エネルギーとほぼ同義に用いられる。 

【在来種】 

ある地域に従来生息・生育している固有の動植物種をいう。外来種，外来生物，帰化植物に対して用いられる。

一般的に，自然の回復には気候風土に合っているこれらの種類を用いるのが良いとされている。 

【市民農園】 

芦屋市が農家より農地を借り受け，市民の方に野菜や花等を栽培し自然環境に触れていただくことを目的とし

て実施しているもので，農家の人から栽培指導も受けることができる。 

【遮音壁（吸音機能付き）】 

高速道路の高架下等に吸音版を設置し，その下に道路がある場合，道路を通る車両から発生し，高架の裏面で

跳ね返る騒音を吸音するもの。この吸音機能付き遮音壁は，国道等に設置される遮音壁に吸音版を設置すること

により，沿道に対する騒音の低減効果を発揮する。

【スリム・リサイクル宣言の店】 

ごみの減量化や再資源化に取り組む店舗・事業者を兵庫県５Ｒ生活推進会議が指定したもの。 

【生活騒音】 

生活騒音とは，一般家庭の日常生活に伴い発生する音の中で，隣近所に迷惑をかけている音のことをいう。特

に規制は設けられていないが，トラブルにつながる場合がある。

【生態系】 

食物連鎖などの生物間の相互関係と，生物とそれを取り巻く無機的環境の間の相互関係を総合的にとらえた生

物社会のまとまりを示す概念。 

【生物多様性】 

自然生態系を構成する動物，植物，微生物など地球上の豊かな生物種の多様性と，その遺伝子の多様性，地域

ごとの生態系の多様性を包括する概念。地球上に生物が誕生し，その生物の進化に伴って増してきた多様性が，

人間活動によって失われてきている。これに対応するものとして｢絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引

に関する条約(ワシントン条約)｣や｢生物多様性に関する条約｣などが締結されている。 

た 行 

【低公害車】 

低公害車は，窒素酸化物（NOx）や粒子状物質（PM）等の大気汚染物質の排出が少ない，または全く排出しない，

燃費性能が優れているなどの環境負荷の小さい自動車を指し，燃料電池自動車，電気自動車，天然ガス自動車，

ハイブリッド自動車，プラグインハイブリッド自動車，水素自動車，クリーンディーゼル自動車，低燃費且つ低

排出認定自動車が挙げられる。 
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【低騒音舗装】 

アスファルト舗装の表層の空隙を多くすることにより，自動車が走行するとき，隙間に音が吸収され，騒音が

低減される。また，路面の水はけがよくなり，水しぶき，水はね，ヘッドライトの反射が減少し，ドライバーの

視認性が向上するとともに，路面とタイヤの間の水膜でのスリップ防止等，交通安全上の効果もある。 

また，上層に小粒径，下層に大粒径の骨材を使用することにより，騒音低減効果や耐流動性などの耐久性を向

上させたものは二層式低騒音舗装と呼ばれる。 

【低炭素社会】 

炭素を含むエネルギー源である化石燃料への依存を見直し，経済発展を妨げることなしに，温室効果ガスの排

出を，自然が吸収できる量以内にとどめることを目指す社会のこと。 

【透水性舗装】 

道路や歩道を間隙の多い素材で舗装して，舗装面上に降った雨水を地中に浸透させる舗装方法をいう。地下水

の涵養や集中豪雨等による都市型洪水を防止する効果がある。また，コンクリート舗装に比べて太陽熱の蓄積を

より緩和できるため，都市部における高温化の抑制効果もある。 

【特定建設作業】 

騒音規制法及び振動規制法では，騒音・振動が特に著しい建設作業を「特定建設作業」とし，その騒音・振動

を規制している。該当する建設作業の施工者は，その作業内容等を当該作業を行う場所の市町村長に届け出るこ

とが義務づけられている。 

【特定施設】 

騒音規制法及び振動規制法では，工場又は事業場に設置される施設のうち，著しい騒音または振動を発生する

施設を特定施設と定めている。 

は 行 

【ビオトープ池】 

様々な生きものが，お互いに関係をもって暮らしていける空間のことをビオトープと呼び，池や小川など自然

環境を構成する地形が再現されている施設を「ビオトープ池」等と呼ぶ。 

【微小粒子状物質（PM2.5）】 

大気中に浮遊する小さな粒子のうち，粒子の大きさが 2.5 m（1 m=1mm の千分の 1）以下の非常に小さな粒子の

こと。その成分には，炭素成分，硝酸塩，硫酸塩，アンモニウム塩のほか，ケイ素，ナトリウム，アルミニウム

などの無機元素などが含まれる。また，さまざまな粒径のものが含まれており， 地域や季節，気象条件などによ

って組成も変動する。 

【兵庫県レッドリスト】 

兵庫県では，絶滅の危機にある貴重な野生生物，地形，地質，自然景観などを保全し，生物多様性を確保する

ため，平成 7年に他県に先駆けて，「兵庫の貴重な自然 －兵庫県版レッドデータブック－」を作成した。その中

で，対象となる生きものの貴重性や保全に向けた対策の必要性に応じてＡからＣまでのランク付けをしている。

特にＡランクは全国的にも貴重な種であることや，環境省レッドデータブックの絶滅危惧Ⅰ類に相当する種であ

り，兵庫県内において絶滅の危機に瀕している種など，緊急の保全対策，厳重な保全対策の必要な種であること

を意味する。 
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【風致地区】 

『都市計画法』に基づき，都市の中の風致を維持するために定められた地区。 

【浮遊粒子状物質（SPM）】 

大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん，エアロゾルなど）のうち粒径が 10μm（マイクロメートル）（μm

＝1000 分の１mm）以下のものをいう。粒径がより小さくなると，肺の奥深くまで入りやすく健康への影響も大き

いと考えられている。また，ディーゼル車から排出されるものについては，発ガン性が疑われている。 

【ポケットパーク】 

道路わきや街区内の空地などわずかな土地を利用した小さな公園。 

ま 行 

【マイバッグキャンペーン】 

容器包装廃棄物の３Ｒの推進に資する活動の一環として，マイバッグを持参しレジ袋をもらわない運動のこと。

芦屋市では芦屋市消費者協会との共催でマイバッグキャンペーンを実施している。

【マツ枯れ】 

 『マツ材線虫病』の通称で，マツノマダラカミキリによって運ばれたマツノザイセンチュウ(線虫 長さ約 1 ミ

リ)が起こすマツの伝染病のこと。マツの樹体内にマツノザイセンチュウが侵入し，増殖することで導管（水を通

す管）を塞ぎ，水分が樹体全体に渡らなくなり枯死する。ほぼ全国で被害が報告されている。 

や 行 

【有害化学物質】 

人の健康を損なうおそれのある化学物質をいい，『大気汚染防止法』，『水質汚濁防止法』，『廃棄物の処理及び清

掃に関する法律』，『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律』などで，それぞれ物質を指定し，取扱いを

規制している。 

ら 行 

【ライトダウンキャンペーン】 

地球温暖化防止のため，期間を定めてライトアップ施設や家庭の照明を消す運動のこと。環境省では，平成 15

年から毎年初夏に実施しており，夜 8時から 10時までの 2時間を特別実施日として設定し「CO2削減／ライトダ

ウン キャンペーン」を実施している。

【リユースフェスタ】 

 芦屋市では，年に一回「リユースフェスタ-家具類と自転車の再利用展示会」を開催し，粗大ごみで収集した家

具類と自転車を再生品として展示し，希望者に無料または有料で譲り渡している。 
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